
百里基地での日米共同訓練の中止を求める意見書（案） 

 

防衛省は１２月１日、「米軍再編に係る岩国飛行場から百里基地への訓練移転

に関する訓練計画概要について」（以下、「概要」）を発表し、関係自治体に送付

した。今回の訓練は、宮城県、岩手県、青森県、北海道で実施される過去最大規

模の日米共同演習と一体のものである。 
「概要」によると、１２月１３日から１７日までの５日間に、米軍第１２海兵

航空群と百里基地の航空自衛隊第７航空群が、海上で戦闘機による訓練等を共

同して行い、米軍人員はこれまでで最も多い１７０名程度とされている。 
日米共同訓練は、日本の防衛とは異質であり、「専守防衛」を踏み越えるもの

である。安保法制の具体化として集団的自衛権の行使を準備するもので、アジア

に緊張をもたらすことが強く懸念される。 
百里基地での日常的な自衛隊訓練においても、騒音や落下物の危険にさらさ

れている。今月に入り、米軍三沢基地所属のＦ１６戦闘機が飛行中にエンジント

ラブルの緊急事態に陥り、２つの燃料タンクを上空から住宅地のわずか２０メ

ートルの市街地に投棄した。一歩間違えれば大惨事を招いたものであり、繰り返

される米軍機事故に強く抗議するものである。 
重大なことは、日米地位協定の壁があり、事故が起こっても日本の警察の捜査

が及ばない事であり、日米地位協定の抜本改正こそ求められる。 
よって、百里基地での９回目となる日米共同訓練を中止することを求める。 

  

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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